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一 
廿
二 

嘉
永
二
酉
十
一
月
朔
日
夜
、
左
之
通                                                   

二
条
殿
御
用
所
ゟ
之
御
紙
面
、
御
役
所
伝
ひ 

到
来
い
た
し
候
、
直
開
封
拝
見
仕
候 

以
切
紙
申
入
候
、
然 

其
村
方
へ
当
御
用
所
下
役 

岡
小
一
郎 

申
者
懸
合
之
筋
有
之
罷
越
候
間
、
土
地 

不
案
内
之
儀
候
間
、
旅
宿
等
之
義
宜
敷
頼
入
存
候
、                                       

若
不
法
之
引
合
等
致
候
ハ
ヽ
、
早
々
当
役
場
迄
可
申
出  

候
事
、
右
申
入
度
如
此
候
、
以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十
月
廿
日 

二
条
殿 

 

御
用
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
判 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

芸
州
川
上 

八
木
村 

役
人
共
宛 

右
箱
入
調
之
事 

 

右
ニ
付
翌
二
日
忠
左
衛
門
御
役
所
へ
右
御
紙
上
持
参
御
窺
ひ
申
上
候
処
、 

 
 
 
 
         

 

宿
相
構
置
罷
越
候
上
、
様
子
承
り
可
申
出
と
之
御
儀
候 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

沼
田
郡 

京
都
二
条
殿
御
用
所
ゟ
御
紙
上
到
来
之
儀
御
注
進
書
附 

 八
木
村 

覚 
 
 
 
 
 
 

沼
田
郡
八
木
村 

京
都
二
条
殿
御
用
所
ゟ
別
紙
写
し
之
通
御
紙
上
到
来 

候
処
い
ま
だ
御
入
村
無
御
座
候
ニ
付
、
何
之
様
子
も
一
円
相
分
り 

不
申
候
間
、
尚
御
入
村
御
座
候
ハ
ヽ
委
細
様
子
可
申
上 

奉
存
候
へ
共
、 

御
先
方
柄
之
事
ニ
御
座
候
ニ
付
、
御
紙
上
写
し
相
添
此
段                                 

一
応
御
注
進
奉
申
上
置
候 

以
上                          

 

       

酉
十
一
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

当
分
庄
屋 
 

善
三
郎 

                                       

庄
屋 

 

忠
左
衛
門  

                                       

与
頭 

 

六
兵
衛  

                                       

同 
 
 

甚
兵
衛  

                                       

同 
 
 

平
左
衛
門 

 

 

沼
田
郡 

御
役
所 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

沼
田
郡 

京
都
二
条
殿
御
役
人
様
御
入
村
之
義
御
注
進
書
附 

 

八
木
村 

者 

与 

与 

二
条
殿 

 

鎌
倉
中
期
の
九
条
道
家

の
次
男
良
実
を
祖
と
す
る
五
摂
家

の
一
つ         

御
役
所
伝
ひ 

郡
役
所
経
由
で          

切
紙 

 

切
紙
に
書
か
れ
た
二
条
殿

御
用
所
か
ら
の
本
書
状                     

懸
合
之
筋  
関
係
す
る
事
柄
。
用
事 

不
法
之
引
合 
理
不
尽
な
難
癖         

当
役
場  

二
条
殿
御
用
所             

箱
入
調 

二
條
家
か
ら
の
書
状
が

文
箱
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と                

一
円  

打
消
の
語
を
伴
っ
て
、
い
っ

こ
う
に
。
少
し
も                       

御
先
方
柄 

相
手
が
公
家
の
家
来

で
あ
る
こ
と  
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一 一 

覚 
 
 
 
 
 
 

沼
田
郡
八
木
村 

京
都
二
条
殿
ゟ
御
紙
上
到
来
仕
候
義
ハ
、
先
達 

写
し 

相
添
奉
御
注
進
候
処
、
一
昨
七
日
夕
方
右
御
役
人
岡
小
一
郎
様 

御
入
村
御
座
候
ニ
付
、
兼 

相
構
置
候
宿
所
之
御
案
内
仕
置
、 

昨
早
朝
御
宿
元
へ
罷
、
出
入
之
御
談
承
り
候
処
、
当
度                  

御
懸
り
合
之
者
ハ
高
宮
郡
玖
村
飛
郷
一
ツ
矢
米
屋 

庄
蔵 

申
仲
商
人
之
倅
と
愚
考
仕
候
ニ
付
、
其
段                   

 
 
               

右
御
役
人
様
へ
申
上
、
早
速
玖
村
へ
駆
合
仕
候
処
、
同
村                 

庄
屋
組
頭
中
御
宿
元
へ
相
見
エ
直
ニ
御
役
人
様
御
応
対 

御
談
御
座
候
処
、
右
庄
蔵
倅
ニ
相
違
無
御
座
候
ニ
付
、 

二
条
殿
御
役
人
様
方
ハ
同
昼
後
玖
村
へ
御
入
込
被
遊
、 

当
村
ハ
手
切
レ
ニ
相
成
、
乍
恐
私
共
ニ
お
い
て
も
奉
安
心
候
、 

依 

此
段
書
付
を
以
御
注
進
奉
申
上
候
以
上                          

 

        

酉
十
一
月
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

庄
屋 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

与
頭 

 

沼
田
郡 御

役
所                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

京
都
二
条
御
殿
御
用
所
迄
書
状
届
方
之
儀
御
願
書
附 

                            

沼
田
郡
八
木
村 

 
 
 
 
 
 

覚 
 
  

 
 
 
  

沼
田
郡
八
木
村 

二
条
殿
御
役
人
岡
小
一
郎
様
当
七
日
御
入
村 

御
談
御
座
候
処
、
同
九
日
書
附
を
以
御
注
進
奉
申
上
候                                 

 

通
、
当
度
御
懸
り
合
之
者
ハ
高
宮
郡
玖
村
出
生
之
者
ニ 

御
座
候
ニ
付
、
当
村
ニ
お
い
て
御
懸
り
合
無
御
座
全
村
名
違 

之
趣
ニ
御
座
候
、
依 

二
条
御
殿
御
用
所
迄
右
様
子 

申
上
書
状
ニ
差
出
申
候
間
、
何
卒
御
届
方
之
儀
宜
敷 

奉
願
上
候
、
此
段
書
付
を
以
奉
申
上
候 

以
上                          

 

       

酉
十
一
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

当
分
庄
屋 

 

善
三
郎  

                               
 
 
   

庄
屋 

 

忠
左
衛
門  

                               
 
 
   

組
頭 

 

六
兵
衛  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 
 
  

同 
 
 

甚
兵
衛  

                                
 
 
  

同 
 
 

平
左
衛
門 

 

沼
田
郡 御

役
所                 

 
 
 
 
 
 
 

 

二
条
御
殿 

御
役
所
伝
ひ
書
状
差
出
し 

而 

而 

与 

而 

而 

江 

出
入
之
御
談 

来
村
し
た
事
情         

懸
り
合
之
者 

用
件
の
相
手  

駆
合 

要
求
な
ど
を
話
し
合
う
こ

と
。
談
判
。 

手
切
レ 

関
係
を
終
わ
り
に
す
る

こ
と 
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ひ
か
へ
左
之
通 

此
度
当
村 

御
懸
り
合
御
座
候
趣
ニ 

岡
小
一
郎
様 

                                     

御
入
村
之
旨
ニ
付
、
御
宿
構
等
之
儀
御
頼
被
為 

仰
越
奉
畏
早
速
御
宿
相
構
置
申
候
処
、
去
ル
七
日 

御
下
着
被
為
在
、
御
示
談
之
趣
承
り
候
処
、
右
御
懸
り 

合
之
人
名
之
者
当
村
方
之
も
の
ニ 

ハ
無
御
座
、 

当
国
高
宮
郡
玖
村
之
者
ニ
御
座
候
ニ
付
、 

岡
小
一
郎
様
直
ニ
玖
村
へ
御
引
移
り
被
為
在
、 

当
村
ニ
ハ
御
懸
り
合
無
御
座
候
、
右
申
上
度
如
斯                                         

御
座
候 

以
上                  
芸
州
沼
田
郡      

 
 

酉
十
一
月
十
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

八
木
村
庄
屋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 
  

忠
左
衛
門 

 

二
条
御
殿 

 
 

御
用
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

但
此
書
状
控
別
紙
此
内
ニ
も
有 

 

十
一
月
朔
日
到
来 

二
条
殿
御
用
所
ゟ
之
御
紙
上 

 
 
 
 
                               

箱
入
封
書
御
役
所
御
差
図
之
通
、
当
村 

預
り
置
候 

                     

地
名
等
解
説 

出
展
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
』 

玖
村 

［
現
］
安
佐
北
区
高
陽
町 

下
深
川
村
の
西
南
、
太
田
川
が
三
篠
川
・
根
谷
川
と
合
流
し
、
西
南
に
流
れ
を
変
え
る
辺
り
の
東
側
一
帯

に
位
置
す
る
。
下
駄
の
産
地
。
藩
の
御
山
方
の
出
張
所
が
あ
る
。 

 

而 

江 

而 

江 


